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テレビ� 冷蔵庫� 洗濯機�エアコン�

　平成13年4月1日から家電リサイクル法が施行され、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機 の
家電4品目を処理するには、再資源化（リサイクル）が消費者に義務付けられました。これらの家電4品
目については燃えないごみ・燃えない大型ごみで出すことはできませんので、ごみステーショ
ンに出さないように取り扱いにご注意ください。�

　4品目を収集して、リサイクルするには費用がかかります。家電リサイクル法では家電製品の小売業者
に収集・運搬の義務付けをし、家電メーカーにリサイクルの義務付け、そして家電を使用した消費者がそ
の費用を負担するという役割分担によるリサイクルの方法です。�

排出者（使用者）�
廃家電を引き取ってもらう�

次のものは、小売店で引き取ってもらいます。�

①過去に小売店で購入したもの�
②買い替えて不用になったもの�
この時『リサイクル料金』と『収集運搬料金』
を支払います。�
※小売店での『収集運搬料金』は店頭にて確認してください。�

　家電小売店で引き取ってもらわない（または
引き取ってもらえない）場合は、郵便局で『リ
サイクル券』を購入し、当券を持参して、市町
村窓口へ電話確認のうえ、指定場所に直接搬
入してください。�
　市・町村ともに『運搬料金』（2,000円／台）
が別途必要ですので、お支払いください。�

【税別・振込手数料別】�

製造業者など�

リサイクル料金（リサイクル券）�

東濃地域では、土岐市・�
美濃加茂市になります�

指定引取り場所�

※メーカー毎に若干異なります。�
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